
　

　１　船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金について

　　（金額審議）

　　

　　　　　はうかがわれなかった。よって１１月１６日に第５回の専門部会を開催し、引き続きの審議と公

　　　　　益案の提示を行うこととした。

　　　　　　当該専門部会でも全会一致とならなければ専門部会に続いて同日本審（香川地方最低賃

　　　　　金審議会）を開催することを確認し、散会。

　

　　　　　　審議の途中、数回にわたり公益側・労働側、公益側・使用者側と分けて個別会議を行ったが

　　　　　両者何れも歩み寄りなし。

　　　　　　公益側としては全会一致を目指すが、本日は公益案（金額）を提示しても賛同を得る見込み

　　　 　　労働者側　　　第１回提示額　：　前回より変更なし（８８５円（＋２５円））

　　　　　 使用者側　　　第１回提示額　：　前回より変更なし（８８０円　（＋２０円））　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、使用者側より金額提示に併せて、全会一致の用意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はあるが、そのためには両者の歩み寄りが必要との意見表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明あり。
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主　　要　　議　　題

議　　事　　要　　旨

　　１　金額審議について

　　　　前回の続きとして、金額提示を求めたところ

開　　催　　日　　時 　平成28年10月26日　14時55分～17時07分

出　　席　　状　　況

　公益を代表する委員 出席３人 定数３人

　労働者を代表する委員 出席３人 定数３人

　使用者を代表する委員
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